
こども基本法の概要

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱
〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存の

３法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策
〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策
推進会議を設置

① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整 等

〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則
施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等
〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力
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目的（第１条）

（目的）
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会
を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健
やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護
が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と
してこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務
等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を
設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

これまで、こどもに関する各般の施策の充実に取り組んできましたが、少子化の
進行、人口減少に歯止めがかかっていません。また、児童虐待相談や不登校の件
数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした
状況に拍車をかけています。

常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会
の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。

このため、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係
省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取組を講ずる
に当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基本となる
事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施
していくための包括的な基本法として、制定されました。
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目的（第１条）

(参考) こども基本法案 趣旨説明

ただいま議題となりましたこども基本法案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
こどもに関する施策については、これまでも待機児童対策や幼児教育・保育の無償化、児童虐待防止対策の強化など各般の施策

の充実に取り組んできましたが、残念ながら、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっていません。また、児童虐待相談や不登
校の件数が過去最多になるなどこどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした状況に拍車をかけています。このような危機
的な状況を踏まえると、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力
に進めていくことが急務です。
このため、政府においては、こども政策の司令塔としてこども家庭庁を設置する法案を提出されていますが、このような組織法

と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体において進められてきたこどもに関する様々な取組を講ずるに
当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会
全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法が必要であると考え、この法律案を提出した次第です。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、「次代の社会を担う全てのこどもが、生涯に

わたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にか
かわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会」を目指すことを明示し、それに向けて
「こども施策を総合的に推進すること」を目的としております。
第二に、こども家庭庁設置法案と同様に、「心身の発達の過程にある者」を「こども」と定義しております。また、「こども施

策」を「こどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策」と定義しております。
第三に、こども施策の基本理念として、１号から４号においては、「児童の権利に関する条約」のいわゆる四原則、「差別の禁

止」、「生命、生存及び発達に対する権利」、「児童の意見の尊重」及び「児童の最善の利益」に相当する内容を規定しておりま
す。５号ではこどもの養育について、６号では子育てについての基本理念をそれぞれ定めております。
第四に、年次報告及びこども大綱の規定を設けております。なお、この法律により、「少子化社会対策基本法」、「子ども・若

者育成支援推進法」、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」における国会報告や大綱等を束ねることにより、関係する施策に
横串を通すとともに、行政の事務負担の軽減を図ることとしております。
第五に、閣僚会議として、「こども政策推進会議」を設けることとしております。この会議につきましても、先ほど申し上げま

した、三つの法律における会議等を統合することとしております。
第六に、国の責務等を規定し、また、基本的施策として、こども施策に対するこども等の意見の反映、支援の総合的かつ一体的

な提供のための体制の整備、関係者相互の有機的な連携の確保、こども施策の充実及び財政上の措置等を規定しております。
最後に、この法律は、こども家庭庁設置法案の施行に合わせ、令和５年４月１日から施行することとしております。また、検討

条項として、「こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評
価する仕組みの整備」を含め、「基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策」について検討する旨を定め
ております。
以上が、この法律案の趣旨であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。



定義（第２条）

（定義）
第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及び
これと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発
達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育
児等の各段階に応じて行われる支援

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

「こども施策」とは、①「こどもに関する施策」と②「一体的に講ずべき施策」
からなります。

①「こどもに関する施策」とは、こどもの健やかな成長や、結婚・妊娠・出産・
子育てに対する支援を主たる目的とする施策を指すものと解されます。その具体
的な例が、第２項各号に列記されています。

②「一体的に講ずべき施策」とは、例えば、以下の施策が含まれると解されます。
 主たる目的はこどもの健やかな成長に対する支援等ではないが、こどもや子

育て家庭に関係する施策（例：国民全体の教育の振興、仕事と子育ての両立等の雇
用環境の整備、小児医療を含む医療の確保・提供）

 「こどもに関する施策」と連続性を持って行われるべき若者に係る施策（例：
若者の社会参画支援、就労支援、社会生活を営む上で困難を抱える若者支援）
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このように、 ①「こどもに関する施策」と②「一体的に講ずべき施策」 からな
る「こども施策」には、こどもの健やかな成長に対する支援等を主たる目的とす
る施策に加え、教育施策、雇用施策、医療施策など幅広い施策が含まれます。

 なお、国民全体の教育の振興については、日本国憲法の精神に則り、教育基本法
を頂点とする教育法体系の下で行われるものです。こども基本法の目的・基本理
念は、教育基本法第１条に定める「心身ともに健康な国民の育成」という「教育
の目的」と通ずるものです。
 教育に係る個別作用法の運用に当たっては、これまでも日本国憲法、児童の権利に関

する条約の趣旨が考慮されてきたところ、こども基本法の制定を機に、これらと合わ
せて基本法の趣旨が考慮されるべき旨を徹底していくことが求められます。

定義（第２条）

(参考) 令和４年５月24日参・内閣委 提案者答弁
本法案に言いますこども施策、これはこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策、これを言うものと定義されてお

ります。この定義上、教育施策も含めた幅広い施策がこども施策に含まれるということになります。そして、本法案の３条にお
きましては、こうしたこども施策の基本理念として、先ほど委員も指摘のありました児童の権利に関する条約、これに相当する
内容が定められております。
したがいまして、児童の権利に関する条約の四原則につきましては、この本法案のこども施策に関する基本理念、こうしたも

のを通じて、当然に教育行政につきましても一体的に講ずべき施策全般に及ぶということになると考えております。

(参考) 令和４年４月22日衆・内閣委 提案者答弁
こどもに対する教育は、現行法上、憲法及び教育基本法を頂点とする教育法体系の下で行われており、これはこども基本法案

が成立しても変わるものではないと考えております。
こどもの健やかな成長を支えるというこども基本法案が成立すれば、こどもに対する教育においてもこどもの成長を中心に考

えるという理念が明確となります。そして、これは教育基本法一条に定める、教育の目的に掲げる、心身ともに健康な国民の育
成という目的と通ずる理念であると考えております。
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(参考) 令和４年５月13日衆・内閣委 提案者答弁
こども施策の定義上、教育政策はこども施策に含まれることから、児童の権利に関する条約の四原則について定めた本法案の

こども施策に関する基本理念もまた、当然、学校教育にも及ぶことになります。
もとより、児童の権利に関する条約を発効した段階で、これは平成６年なんですけれども、文科省が通知を発出しておりまし

て、（中略）学校教育の内容自体は、憲法や教育基本法を頂点とする、いわゆる教育法体系の中で定められるものでありますけ
れども、その教育法体系の中でも、先ほど申し上げた通知の中のように、児童の権利に関する条約の趣旨が考慮されてきたとこ
ろであります。



責務等（第４条～第７条）

（国の責務）
第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体

との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。

（事業主の努力）
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実

が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
（国民の努力）
第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国

又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。

国・地方公共団体に対し、基本理念にのっとり、こども施策を策定・実施する責
務を課しています。

事業主に対し、仕事と家庭の両立等の雇用環境の整備に係る努力義務を課してい
ます。また、国民に対して、こども施策について関心と理解を深めるよう努力義
務を課しています。

(参考) 令和４年５月13日参・内閣委 提案者答弁
長時間労働などが仕事と子育ての両立の難しさにつながっているという現状に鑑みますと、こどもの健やかな成長のためには、

ワーク・ライフ・バランスの実現など、国、地方公共団体のみならず、事業主の果たす役割も大きいと言うことができます。
また、少子化社会対策基本法におきましても、子育て支援の観点から、事業主の努力に関する規定を設けて、事業主は、こど

もを産み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、必要な雇用環境の整備に努め
るものとすると定められておりまして、本法案においても、同様の問題意識から規定を設けたものであります。
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こども大綱（第９条）

（こども施策に関する大綱）
第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こど
も大綱」という。）を定めなければならない。

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 こども施策に関する基本的な方針
二 こども施策に関する重要事項
三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するた

めの施策
二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標
及びその達成の期間を定めるものとする。

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
６・７ （略）

こども大綱は、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本
的な方針、重要事項を定めるものです。これまで別々に作られてきた「少子化社
会対策大綱」・「子供・若者育成支援推進大綱」・「子供の貧困対策に関する大
綱」が束ねられ、こども大綱に一元化されることになります。

こども大綱により、従来の３つの大綱が１つになることから、政府全体として、
統一性のある大綱の下で、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進め
ていくことになります。また、行政の事務負担の軽減を図ることにもなります。
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都道府県こども計画、市町村こども計画（第10条）

（都道府県こども計画等）
第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計
画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都
道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条
において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子
ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画
その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるも
のと一体のものとして作成することができる。

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど
も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その
他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一
体のものとして作成することができる。

都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市
町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成する
よう、それぞれ、努力義務が課せられています。
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都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく以下の都道府県
計画・市町村計画と一体のものとして作成することができます。
 子ども・若者育成支援推進法第９条に規定する、都道府県子ども・若者計画・市町村子ど

も・若者計画
 子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条に規定する、都道府県計画・市町村計画
 その他の法令の規定により地方公共団体が作成する計画であってこども施策に関する事項

を定めるものの例
次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計画
子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画

地方公共団体が、本条の規定を活用し、こども施策に関する事項を定める計画を一
体として策定した場合には、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺す
こと、住民にとって一層わかりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ること
などが期待できます。

こども家庭庁においては、今後、様々な情報提供・支援を通じて、地方公共団体に
おけるこども計画の策定を後押ししていきます。

都道府県こども計画、市町村こども計画（第10条）
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